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月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例

　給与所得に対する源泉徴収税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めることになって
いますが、その給与等の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理している
ときは、月額表の甲欄を適用する給与等については、下記の別表（別表第一〜別表第三）を用いて
源泉徴収税額を求めることができる特例が設けられています。

〔源泉徴収税額の計算方法〕
　その月の社会保険料等を控除した後の給与等の金額Aから、別表第一により算出した給与所得控
除の額並びに別表第二に掲げる配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し
た残額（課税給与所得金額B）を、別表第三に当てはめて源泉徴収すべき税額を求めます。

〔電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示（平成23年 1月以降分）〕
別表第一

配 偶 者 控 除 の 額 31,667円
扶 養 控 除 の 額 31,667円×控除対象扶養親族の数
基 礎 控 除 の 額 31,667円

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額A
給 与 所 得 控 除 の 額

以　　上 以　　下

　　　　　　円 　　　　　　円

――― 135,416 54,167円

135,417 149,999 A×40�％

150,000 299,999 A×30�％＋ 15,000円

300,000 549,999 A×20�％＋ 45,000円

550,000 833,333 A×10�％＋100,000円

833,334 円　　以　上 A×₅�％＋141,667円
（注）　給与所得控除の額に１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額をもってその求める給与所得控除の額とします。

別表第二

その月の課税給与所得金額B
税　額　の　算　式

以　　上 以　　下

　　　　　　円 　　　　　　円

――― 162,500 B×₅�％

162,501 275,000 B×10�％−　8,125円

275,001 579,166 B×20�％− 35,625円

579,167 750,000 B×23�％− 53,000円

750,001 1,500, 000　 B×33�％−128,000円

1,500,001 円　　以　上 B×40�％−233,000円

（注）　税額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額をもってその求める税額とします。

別表第三


